
生活保護法上の指定介護機関に関する
介護保険法上の手続との連動対象の見直し

介護保険法上の手
続

生活保護法上の取扱い（介護保険法上の手続との連動有無）

現在の取扱い

見直し案H25改正法施行前に
指定された機関

H25改正法施行後に
指定された機関

①
指定又は許可

指定介護機関の指定が
あったものとみなす

（H25改正措置済み）
【第54条の２第２項】

②
指定又は許可の辞
退・取消し・効力
喪失、事業廃止

（H25改正措置済み）
【第54条の２第３項】
※第54条の２第２項による
みなし指定の場合のみ

③
効力停止

（R2改正措置済み）
【第54条の２第４項】
※第54条の２第２項による
みなし指定の場合のみ

④
名称等の変更又は
廃止・休止・再開
の届出 みなしに関する規定がなく、

別途生活保護法に基づく手続が必要
【第54条の２第５項・第６項で準用する第50条の２】

R4分権提案

介護保険法上の指定の
効力喪失や停止等が
あった場合、介護保険
法に基づく処分とは別
に生活保護法に基づく
指定取消等の処分が必
要

ただし、一部特養に
ついてのみ○

・みなし指定でなく、第54条の２第１項に
よる生保独自指定を受けた介護機関につ
いても連動させる
【第54条の２第３項・第４項改正】

・今回の改正施行日前に生保独自指定を受
けていた介護機関と、H25改正法の施行
日前に指定を受けた介護機関についても
連動させる【経過措置】

既に指定されているため対応不要

・介護保険法上の届出と同一の事由に
基づく届出があったものとみなす
【第54条の２第７項新設及び経過措置】 1
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